
  

公文書開示請求の手続概要  
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公文書開示請求で対応する場合、請求者は、請求書を作成し、

公開窓口等に提出し、県は、請求書を受け付ける。  

県は、請求者からの相談を受け、請求者が知りたい情報に係る説

明や案内を行う。  

県は、請求者が求める公文書について、開示するか否か等の決

定を行い、その旨を請求者に決定通知書により通知する。  

請求者は、開示申込書を提出し、開示を申し込むとともに、公

文書開示に係る手数料を納付する。  

県は、公文書開示手数料を受領後、請求者に対し、閲覧又は写

しの交付等により開示を実施する。  

① 相談・案内  

② 請求 

③ 決定  

④ 申込み 

⑤ 開示  


